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平成２７年 第６回 定例 

 

摂津市教育委員会会議録  

 

開催日時      平成２７年６月１７日（水）   午後２時００分開会 

               午後３時１０分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 本館３階 ３０１会議室  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

３９ 「平成２７年度摂津市いじめ問題対策委員会委員委嘱の件」 承認 

４０ 「摂津市社会教育委員委嘱の件」 承認 

４１ 「摂津市公民館運営審議会委員委嘱の件」 承認 

 

 

出 席 者 

委 員 長 

委員長職務代理者 

委 員 

委 員 

教 育 長 

 

教 育 総 務 部 長 

次 世 代 育 成 部長 

生 涯 学 習 部 長 

 

大 矢 優 子 

福 元  実 

齊 藤 公 男 

山手知榮子

箸尾谷知也 

 

山 本 和 憲 

前 馬 晋 策 

宮 部 善 隆 

 

 

総 務 課 長 

子育て支援課長 

次世代育成部参事 

兼 こ ど も 教 育 課 長  

学 校 教 育 課 長 

学校教育課参事 

兼 課 長 代 理 
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生 涯 学 習 課 長 

文化スポーツ課長 

溝 口 哲 也 

木 下 伸 記 
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荒 木 智 雄  

 

野 本 憲 宏 

 

撰 田 裕 美 

柳 瀬 哲 宏 
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兼 総 務 係 長 

生涯学習課長代理 

兼安威川公民館長 

総務課保健給食係長 

総 務 課 係 員 

 

 

 

鈴 木  誠 

 

伊 部 貴 雄 

森 崎 孝 弘 

関 本 敏 晴 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 ただいまより、平成２７年第６回教育委員会定例会を開催いたし

ます。本日の署名委員は山手委員ですので、よろしくお願いします。 

まず、議事進行につきまして各委員にお諮りします。本日の付議事

件は３件、報告事項が６件、その他の案件が１件ございますが、そ

の他の案件については、摂津市立小中学校結核対策委員会からの答

申に基づくもので、対象者の個人情報から特定の個人が識別される

恐れがあります。よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１４条第７項の規定によりまして、秘密会として行いたく存じ

ます。 

従いまして、記載順のとおり議案を審議し、報告事項までを終え

た後に、暫時休憩を取り、引き続いて秘密会を宣言し、関係部課長

の出席を求め再開をしたいと思いますが、ご異議ございませんでし

ょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、本日の議事進行につきましては、た

だ今ご説明したとおり進行してまいります。 

それでは、議案第３９号「平成２７年度摂津市いじめ問題対策委

員会委員委嘱の件」について、学校教育課長より説明をお願いしま

す。 

 

議案第３９号「平成２７年度摂津市いじめ問題対策委員会委員委

嘱の件」につきまして、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

質問等が特にございませんので、議案第３９号「平成２７年度摂

津市いじめ問題対策委員会委員委嘱の件」は、承認いたします。 

続きまして、議案第４０号「摂津市社会教育委員委嘱の件」につ

いて、生涯学習課長より説明をお願いします。 

 

議案第４０号「摂津市社会教育委員委嘱の件」につきまして、ご

説明申し上げ承認を求めるものです。 



3 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長代理

兼安威川公民館長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

委員長 

 

 

 

 

【以下、議案書により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

学校関係者とＰＴＡ関係者については、毎年人事が入れ替わるこ

とによるものでしょうか。 

 

学校関係者については摂津市校長会、ＰＴＡ関係者については摂

津市ＰＴＡ協議会からの推薦によるものでございます。それぞれの

中での改選等によります委嘱替えとなっております。 

 

他に質問等はございませんでしょうか。 

特にございませんので、議案第４０号「摂津市社会教育委員委嘱

の件」は、承認といたします。 

続きまして、議案第４１号「摂津市公民館運営審議会委員委嘱の

件」について、生涯学習課長代理兼安威川公民館長より説明をお願

いします。 

 

議案第４１号「摂津市公民館運営審議会委員委嘱の件」につきま

して、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書により説明】 

 

説明が終わりましたが、ご意見・ご質問等はございますか。 

質問等が特にございませんので、議案第４１号「摂津市公民館運

営審議会委員委嘱の件」は承認いたします。 

続きまして、報告事項（１）事業実施に伴う奨励援助について総

務課長より説明をお願いします。 

 

[事業実施に伴う奨励援助の件について説明] 

 

説明が終わりましたが、何かご質問・ご意見等はございますか。 

選挙協力プログラム「みらいく」については、先日テレビで放映

されておりました。事務局は放映されることをご存知でしたか。 
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学校教育課長 

 

委員長 

 

 

山手委員 

 

 

委員長 

 

 

文化スポーツ課長 

 

委員長 

 

文化スポーツ課長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

テレビで放映されることは存じ上げておりませんでした。 

 

もし、事前にご存知であればで結構ですので、情報提供をいただ

きたいと思います。 

 

どういった内容であったか非常に興味がありますので、後日報告

書が届きましたらお教えいただきますようお願いします。 

 

ＮＰＯ法人せっつブルーウィングスソフトテニストップアスリ

ートの講習会というのは、今回初めての開催でしょうか。 

 

初めての開催でございます。 

 

講習会の講師にはどなたがいらっしゃるのでしょうか。 

 

ソフトテニスのトップアスリートということで、過去に実業団チ

ームを４度日本一に導いた「ワタキューセイモア」というチームで

総監督をされております方、そしてその方が今現在率いておられる

実業団から選手２名が講習指導に来ていただけると聞いておりま

す。 

 

他にご質問等はございませんか。 

特にございませんので、次に進みます。報告事項（２）平成２７

年度５月までの問題行動等報告について、学校教育課長より説明を

お願いします。 

 

[平成２７年度５月までの問題行動等報告について説明] 

 

いじめの件数が非常に多いのが気になります。Ｉ小学校でいじめ

が４件発生しておりますが、その中の１件で、トラブルになってか

ら先生が対応している最中に別のトラブルが広がっている状況が

見られます。これはクラスの中が落ち着いていない状況なのか、学

校全体が落ち着いていない状況なのでしょうか。 

 

確かにクラスの中が落ち着いていないのは事実であります。当該



5 

 

 

 

 

 

 

 

委員長職務代理者 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

委員長職務代理者 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

児童Ａにつきましても、気持ちを静めるために本を読んだのです

が、話し合いの最中に本を読んだことで別のからかいが起こりまし

た。それに連動してからかいの言動がクラス全体に広がりました。

学年全体も落ち着いていない点は課題だと思いますので、事務局と

しても対策を検討しております。 

 

先ほど、摂津市いじめ問題対策委員会委員の委嘱についての議案

が承認されました。委嘱をお願いする方たちのいじめ問題における

関わり方について教えてください。 

 

委員が個別のケースに直接関わるということはありませんが、い

じめ問題対策委員会は年度内に２回定例の会議を開きます。市全体

の傾向といくつかのケースについての考察をいただいております。

昨年度実施したいじめに関するアンケートの取り方について見つ

め直したり、特に今回のように落ち着きがみられない学校について

意見をいただきたいと考えております。 

 

いろいろと事例検討をされていると思いますが、そのことを学校

にどう返しているのかと思います。学校に返るようにしないと学校

が対策を練っていけないと思いますが、その辺りはどのようにお考

えでしょうか。 

 

いただいた意見につきましては生活指導協議会や生徒指導担当

が出席する研修等で学校に返しております。いじめのアンケートに

ついては今年度全校でいただいた意見をもとに検討しながら実施

していくよう考えております。また、いじめに関しての研修につい

ては非常に重要だと考えておりまして、特に経験の浅い教員が多く

なってきておりますので、市教委から担当指導主事が学校に出向き

まして、学校の校内研修を充実させるため、取り組みを進めており

ます。全校において、いじめの早期発見・早期対応ということを心

がけて取り組んでおりますので、今回の報告でＩ小学校について件

数が多くなっておりますが、その点は早期発見に努めたとご理解い

ただきたいと思います。 

 

いじめ問題対策委員会にはこういった個々の事例を情報として
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学校教育課長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

山手委員 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

挙げているのでしょうか。 

 

すべてのケースを挙げているというわけではありませんが、特に

対応に苦慮したケース等を中心にご意見をいただいております。 

 

私の感想なのですが、Ｐ．３８のケースでＡはいらいらすると本

を読んで気持ちを落ち着かせようとすることがあるようですが、そ

の行動に対して、周りの人には理解してもらっていないと思いま

す。あるいはＰ．４０のＡ中学校のケースでは周囲や人間関係を築

くことに課題があったり、ときおり悪ふざけをすることがあったと

いうことで、支援学級に入っていないけれど、何か特別な手助けが

必要な子どもたちがいるのではないかと思います。クラス全体の生

徒の理解も必要だと思いますが、そういった手立ては何かあります

でしょうか。 

 

今回の件で加害生徒を指導するにあたりましては、被害生徒の心

情や状況等を十分に考えるよう指導を行っていますし、保護者の方

にも対応について理解を求めております。周囲にいる生徒がいかに

個々の課題を把握しながら仲間を作っていくかといった観点を持

つことが重要だと考えております。その辺りの人権を踏まえた指導

を進めてまいりたいと考えております。 

 

体育の着替えの時間に起こったＥ小学校での件ですが、先日学校

訪問で伺った小学校では３年生から更衣室を使って、女子はそこで

着替えをしていました。今回のケースとは直接関わりはないかもし

れませんが、やはり更衣の部屋を男女別に設ける必要性があるので

しょうか。 

 

体育におきましては男子と女子で更衣場所を分けております。何

年生からというのは学校によって多少の違いはございますが、３年

生ぐらいから別々に分けて着替えを行っています。今回のケースで

は教室が男子の着替え場所となり、女子は違う場所で着替えを行っ

ております。教室内で男子がまだ着替え途中にも関わらず、既に着

替えが終わった女子を教室内に入れたことでトラブルが発生した

ものでございます。 



7 

 

山手委員 

 

 

学校教育課長 

 

齊藤委員 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山手委員 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

山手委員 

他の学校でも同様に男子と女子とを分けて着替えを行うことで

今のところ問題はないのでしょうか。 

 

はい。ございません。 

 

Ｉ小学校での４件のいじめ報告がありましたが、他校に比べその

件数が多いように思います。個々の対応ついては、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーとも適宜相談されていると

思いますが、今回のようなケースは、さきほどお話のあった、“い

じめ問題対策委員会”からの助言を仰ぐなどの必要はないのでしょ

うか。 

 

Ｉ小学校につきましては、学年全体でも落ち着かない状態がみら

れます。いじめだけの問題ではなくて、学校生活全般が落ち着いて

行えるかどうかといった課題がございます。その中で、加害児童・

被害児童を問わず特別に支援が必要な児童へのケア、それからクラ

ス全体が落ち着くために行う生徒指導的な側面や人権教育的な側

面・道徳教育的な側面をすべて含めて学校は取り組んでおります。

スクールソーシャルワーカーについては随時ケース会議を行って

おりますし、場合によってはスクールロイヤーへの相談等も行い、

必要に応じた支援を行っているものと考えております。 

 

Ｐ.３９のＩ小学校で起こったいじめの事例ですが、前学年の時

から始まったとあります。またＰ.４１のＡ中学校での事例でも昨

年夏頃から見られたとあり、被害児童は最初我慢していたかもしれ

ないですが、場合によっては１年近い時間が経過しています。この

期間は非常に長いと思いますが、クラスの中で特に目立ったことは

なかったのか、子どもたちからそういった声がなかったのでしょう

か。 

 

今回の事案については、細かい実態が把握できておりませんでし

た。おっしゃる通りの課題があると思いますので、今後も見守りを

継続していきたいと考えております。 

 

中学校においても同様で、中学生になると余計に自分で隠してし
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

こども教育課長 

 

 

 

委員長 

 

 

こども教育課長 

 

 

委員長 

まう傾向があると思うので、より一層のケアをお願いします。 

 

早く学校が落ち着くと良いと思います。やはり、子どもたちが安

心できる学校であってほしいと願います。学校側も取り組みに努力

されていますので、教育委員会としてもできるだけのことを支援し

ていただきますようお願いします。 

他にご質問・ご意見等がございませんので、次に進みます。（３）

摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例施行規

則の一部を改正する規則制定について、こども教育課長より説明を

お願いします。 

 

次の事項も関連いたしますので、併せて説明をさせていただきま

す。 

 

[摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例施行

規則の一部を改正する規則制定について説明] 

 

[摂津市私立幼稚園就園奨励補助金交付要綱の一部改正について

説明] 

 

説明が終わりましたが、何かご質問等はございませんか。 

市町村民税が非課税となる世帯、あるいは所得割が非課税となる

世帯に対して手厚い奨励補助金が交付されるということですね。 

 

市町村民税が非課税または均等割のみ課税される世帯について

は、昨年度に比べて補助金額の限度額が上がっているということで

ございます。 

 

なぜそれらの世帯だけなのでしょうか。国の方針によるものだか

らでしょうか。 

 

国の方針でできるだけ低所得者を手厚く援助するといった目的

であろうかと考えております。 

 

生活保護世帯については、十分補助できていると考えてよろしい
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こども教育課長 

 

 

 

山手委員 

 

 

こども教育課長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

こども教育課長 

 

委員長 

 

 

 

こども教育課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

こども教育課長 

でしょうか。 

 

生活保護世帯につきましては、国から私立幼稚園で平均的な金額

設定が示されておりますので、その金額をほぼクリアするような金

額設定となっております。 

 

参考までに、園児の属する世帯の区分がそれぞれ設定されており

ますが、それぞれどのくらいの世帯数となっているのでしょうか。 

 

私立幼稚園に通園されておられる世帯の実績で、生活保護世帯は

ほとんどない状況です。市町村民税非課税世帯または均等割のみ課

税される世帯が全体の約８％程度で、所得割が５５，８００円以下

の世帯が１４％～１５％となっております。私立幼稚園に通園され

ている方の対象人数は６６０人程度でございます。 

 

他にご質問等はございませんでしょうか。 

特にございませんので、次に進みます。（５）正雀保育所民営化

について、こども教育課長より説明をお願いします。 

 

[正雀保育所民営化について説明] 

 

説明が終わりましたが、何かご質問等はございますか。 

応募期間は２週間となっておりますが、募集についてはどのよう

に進めていくのでしょうか。 

 

募集要項等につきましては、７月６日の選定委員会で確定後速や

かに配布させていただく予定です。最終的な書類の提出に向けては

１ヵ月程度期間を設ける予定となっております。 

 

業者にとって十分な時間となるように、できるだけたくさん良い

業者に応募してもらいたいと思います。８月下旬に業者が決定して

それから建物の建て替え等はすぐにしないということでよろしい

でしょうか。 

 

平成２８年４月から民営化を予定しておりますが、当初は現状の
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施設のまま保育を行います。その後、定員等を考えていきながら建

て替えを検討していただきたいと考えております。 

 

他に質問等はございませんでしょうか。 

特にございませんので、次に（６）各課事業日程報告について、

総務課長より説明をお願いします。 

 

[各課事業日程報告について説明] 

 

説明が終わりましたが、何かご質問・ご意見等はございませんか。 

特にございませんので、報告事項は以上で終わりますが、その他

の案件に移る前に何かございましたらお願いします。 

 

平成２６年度摂津市の教育に関する事務の管理及び執行状況の

点検及び評価報告書作成にあたりまして、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２６条第２項の規定により、学識経験者の知見

の活用を図るものとされております。昨年度と同様に大阪教育大学

教職教育研究センター特任教授の島善信先生、また、大阪薫英女学

院中学校・同高等学校校長の白井孝雄先生に助言をいただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

今月に入って約半分の学校訪問をさせていただいておりますの

で、一言感想を述べさせていただきます。 

中学校給食が開始され、私たちも第三中学校で試食させていただ

きました。中学校によっては給食の注文数に差があるようです。私

の息子が第三中学校に通っておりますが、だいぶ注文する家庭が増

えてきたということを聞いております。味の評判も上々のようで

す。 

学校の個々の状況については様々だと思いますが、苦慮されてい

る学校には私たちがバックアップできることがないかと思います。 

他にご意見等は何かございませんでしょうか。 

特にございませんので、秘密会以外の審議につきましてはすべて

終了いたしました。会議の始めにお諮りしましたとおり、ここで暫

時休憩をとり、秘密会として再開いたします。関係者以外の方はこ

れで終了です。ご苦労様でした。 
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 では、暫時休憩します。 

 

《暫時休憩》 

 

それでは秘密会として再開します。 

その他（１）摂津市立小中学校結核対策委員会からの答申につい

ての報告を受けたいと思いますので、総務課長から説明をお願いし

ます。 

 

【以下、秘密会のため削除】 

 

これにて秘密会を解きます。 

これで、本日の案件はすべて終了いたしました。ただ今をもちま

して本日の定例教育委員会会議を終了いたします。皆様ご苦労様で

した。 

 


